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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、従業員の健康と安全は会社経営には不可欠であり

明るく安全に働ける職場づくりを目指します。

１．毎日の食事と睡眠で自己管理を行わせます。

２．作業手順書を遵守し、不安全行動の無い安全作業を行わせます。

３．職場内では、一人労働、一人行動は行わせません。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を行わない安全作

業を行います。

１．毎日の食事は、暴飲暴食せず睡眠はしっかりとります。

２．作業手順書を理解し遵守します。

３．合図者、誘導者の指示に従い行動します。


